
岡谷市スポーツ施設条例施行規則の一部改正について 

R7.2 スポーツ振興課 

 

令和６年度の使用料、手数料の庁内一斉見直しに伴い、岡谷市民水泳

プールの使用申請書等の様式に変更が生じるため、当該規則の一部改正

を行う。 

 

 

 

１． 改正する規則 

 

・岡谷市スポーツ施設条例施行規則 

 

 

 

２． 改正の概要 

 

 岡谷市民水泳プールにおいて無料にて貸し出していたスイミング 

キャップの有料化に伴い使用申請書等の様式を改める。 

 

 

 

３.施行日 令和７年４月１日 
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「岡谷市スポーツ施設条例施行規則の一部を改正する規則」をここに公布する。 

 

  令和７年 月 日 

 

 

岡谷市教育委員会 

教育長 宮坂 享 

 

岡谷市教育委員会規則第 号 

  

   岡谷市スポーツ施設条例施行規則の一部を改正する規則 

 

 別紙のとおり。 
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岡谷市スポーツ施設条例施行規則の一部を改正する規則 

 

岡谷市スポーツ施設条例施行規則（平成２０年岡谷市教育委員会規則第７号）の一部を

次のように改正する。 

 

 様式第１号の４及び様式第２号の４中 

「 

使 用 目 的  

 」 

を 

「 

用 具  

使 用 目 的  

 」 

に改める。 

 

附 則 

この規則は、令和７年４月１日から施行する。 
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様式第１号の４(第２条関係) 

岡谷市民水泳プール使用申請書 

年   月   日 

 

 

 下記のとおり申請します。 

   〒    ―  

      申請者住所                                       

      団 体 名                     申請者名              

      電   話                     携帯番号              

使 用 日  

 

使 用 時 間  

 

使用コース数 

 

使 用 人 数  

使 用 日 

使 用 時 間 等 

使 用 開 始 時 刻 
時 間 数 コース数 ①×② 

使用人数 
① ② ③ 

①  月  日（ ）   時  分から     

②  月  日（ ）   時  分から     

③  月  日（ ）   時  分から     

④  月  日（ ）   時  分から     

⑤  月  日（ ）   時  分から     

⑥  月  日（ ）   時  分から     

⑦  月  日（ ）   時  分から     

⑧  月  日（ ）   時  分から     

⑨  月  日（ ）   時  分から     

⑩  月  日（ ）   時  分から     

計 ④  

用 具   

使 用 目 的   

使 用 料 等  

積  算  

合  計 

円   

10%対象          円(内税        円) 

備考 

 使用が許可された場合は、岡谷市スポーツ施設条例及び同条例施行規則を遵守し、指定管理者の指示に従い

ます。 
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様式第２号の４(第３条関係) 

岡谷市民水泳プール使用許可書兼領収書 

  年   月   日 

 

指定管理者           印 

登録番号              

 下記のとおり使用を許可します。 

   〒    ―  

      申請者住所                                      

      団 体 名                     申請者名             

      電   話                     携帯番号             

使 用 日  

 

使 用 時 間  

 

使用コース数 

 

使 用 人 数  

使 用 日 

使 用 時 間 等 

使 用 開 始 時 刻 
時 間 数 コース数 ①×② 

使用人数 
① ② ③ 

①  月  日（ ）   時  分から     

②  月  日（ ）   時  分から     

③  月  日（ ）   時  分から     

④  月  日（ ）   時  分から     

⑤  月  日（ ）   時  分から     

⑥  月  日（ ）   時  分から     

⑦  月  日（ ）   時  分から     

⑧  月  日（ ）   時  分から     

⑨  月  日（ ）   時  分から     

⑩  月  日（ ）   時  分から     

計 ④  

用 具  

使 用 目 的   

使 用 料 等 

積  算  

合  計 

円   

10%対象       円(内税     円)   

上記金額を領収しました。 領 収 印 

備考 

１使用者の都合によるキャンセルの場合は、料金還付はできません。また、許可後
に使用者の都合により使用時間及びコース数を変更することはできません。 

２使用中における一切の事故・怪我等については、申請者もしくは責任者がその責
任を負うものとします。 

３使用するにあたり、岡谷市スポーツ施設条例及び同条例施行規則等を遵守し、 
指定管理者の指示に従ってください。 
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